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＋ 

口
腔
ケ
ア
が
ご
自
身
で
は
難
し
い
方
に
は
歯
科
衛
生
士
が
単
独

で
ご
自
宅
に
お
伺
い
し
て
「
歯
磨
き
」
や
「
飲
み
込
み
訓
練
」「
口

の
周
り
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
」「
発
生
練
習
」
な
ど
口
の
機
能
を
高
め
る

リ
ハ
ビ
リ
」
も
行
う
こ
と
が
可
能
で
す
。 

初
回
は
歯
科
医
師
に
よ
る
診
療
、
指
導
が
必
要
で
す
が
そ
の
後

は
介
護
保
険
の
適
用
で
一
カ
月
に
四
回
ま
で
歯
科
衛
生
士
が
単
独

で
お
伺
い
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

訪
問
歯
科
を
ご
利
用
さ
れ
る
上
で
料
金
に
不
安
を
抱
い
て
い
る
方
が

多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
改
め
て
当
院
の
料
金
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

訪
問
歯
科
の
料
金
は
通
院
の
場
合
と
異
な
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
医

療
保
険
と
介
護
保
険
の
適
用
と
な
り
「
訪
問
診
療
加
算
」
と
「
居
宅
療

養
管
理
指
導
」
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
障
害
者
、
生

活
保
護
の
方
は
各
市
町
村
区
の
減
免
と
同
じ
取
り
扱
い
に
な
り
ま
す
。 

訪
問
の
た
め
負
担
が
増
え
る
部
分 

医療保険 介護保険 

訪問診療加算 

８5０点（毎回） 

一割負担で８5０円 

居宅療養管理指導 

５００単位（1 回） 

５００円 

＝１回にかかる訪問歯科診療費 

＋ 
 

交通費１００円 

  歯科治療費 
（治療内容によって金額は決まっています） 

医療保険 

※1 ヶ月の算定上限は 2 回まで 
月に千円以上はかかりません 

 
2回目 歯科衛生士による単独訪問開始 350円 
3回目 歯科衛生士による単独訪問   350円 
4回目 歯科衛生士による単独訪問     350円 
※1ケ月の利用限度回数は4回になり月の上限金額は1,400円 

なります。 

※口腔内の管理上、以後2～3ヶ月に一度、歯科医師でお

伺いしてお口の中の状態を確認させていただきます。 
※治療が発生した場合は別途治療費が発生します 

   

初回歯科医師に診療、指導（約 1,500 円） 
           ※1 割負担の場合 

医療保険 介護保険 

介護保険 

歯
科
衛
生
士
に
よ
る 

口
腔
ケ
ア
料
金
の
ご
説
明 

訪
問
歯
科
と
通
院
し
た 

場
合
の
料
金
の
比
較
！ 

通
院
と
同
じ 

 

※平成 24 年 4 月より 

※一般的な治療内容ごとの料金表がございますので 
詳細についてはお気軽にお問い合わせください！ 

 


